
令和 3 年 3 月

令和 2 年度 令和 11 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,764 円 3,579 円

2,764 円 3,573 円

2,816 円 3,477 円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

無

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき
実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合
を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２９年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２９年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

６．７人／ｈａ

１　（吉備高原浄化センター）

無

処 理 区 数 １　（吉備高原処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

該当なし

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

平成３０年度 平成３０年度

令和元年度 令和元年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本料金　９６８円（８㎥まで）
超過料金　１５４円（９㎥から５０㎥まで）
　　　　　　　１９８円（５１㎥から）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料体系と同一

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（全部適用）

吉備中央町下水道事業経営戦略

昭和６２年
（３３年）

吉備中央町

公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付するこ
と。

別紙 経営比較分析表参照

職 員 数 ３名

水道課　-　下水道班
（平成16年の市町村合併時に水道課に統合）

該当なし

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし

該当なし

 イ　指定管理者制度

令和３年度から、処理施設維持管理業務を民間委託

民 間 活 用 の 状 況



２．将来の事業環境

（１）

基本構想
将来人口

Ｒ１

1779

Ｒ３

1,886

Ｒ４

1,939

Ｒ５

1,991

Ｒ６

2,042

Ｒ７

2,092

Ｒ８

2,141

Ｒ９

2,190

Ｒ１０

2,237

Ｒ１１

2,284 【人】

Ｒ１ﾍﾞｰｽ 1,497 1,604 1,657 1,709 1,760 1,810 1,859 1,908 1,955 2,002

増加率から
の予測 1497 1,559 1,571 1,584 1,596 1,608 1,620 1,632 1,644 1,656

（２）

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ 【㎥】

Ｒ１ﾍﾞｰｽ 374,595 401,370 414,632 427,644 440,406 452,917 465,178 477,440 489,201 500,961

増加率から
の予測 374,595 390,109 393,112 396,365 399,368 402,371 405,373 408,376 411,379 414,382

（３）

Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

Ｒ１ﾍﾞｰｽ 60,314 64,625 66,760 68,855 70,910 72,925 74,899 76,873 78,767 80,660

増加率から
の予測 60,314 62,812 63,295 63,819 64,303 64,786 65,270 65,753 66,237 66,720

（４）

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ 【百万円】

80 217 389 115.7 142.6 46 49 212 212

耐震診断
'詳細設計

補強工事
脱水機更新

脱水機更新
Ｐ場更新
受変電

Ｐ場更新
受変電

自家発 自家発 水処理系 水処理系

（５）

処理区域内人口の予測

有収水量の予測

使用料収入の見通し

施設の見通し

組織の見通し

変更なし

【千円】【税抜】



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

○既存施設・設備の老朽化対策
　ストックマネジメント計画に従い、処理場、ポンプ場の更新工事、長寿命化工事を行います。
　　【管渠】　最初の事業開始から３６年ほど経過しています。定期的な点検を行い腐食が進んでいる管渠については、長寿命化対策を行います。
　　【ポンプ場】　ポンプ及び電気設備の老朽化に伴う、更新工事を行います。
　　【処理場】　脱水機、受変電設備、自家発設備等の更新工事を行います。
　耐震診断を行い、強度が不足している施設については耐震補強工事を行います。
　　【ポンプ場】　第1、第2汚水中継ポンプ場の耐震診断は終了し、何れも耐震性能はありました。今後は第3汚水中継ポンプ場の耐震診断を行います。
　　【処理場】　管理棟系の耐震補強工事を行います。また、水処理系の耐震診断を行います。

下水道は、快適で衛生的な生活環境を維持し、公共用水域の水質保全を行う重要な役割を担っていることから、本経営戦略においては、将来にわたって持
続可能な下水道事業の実現に向け、次の3つを基本方針として事業運営を行います。

（１）管路施設、処理施設における更新工事、施設の長寿命化を図り、安定した汚水処理に努めます。
　　・ストックマネジメント計画に従い、計画的に施設の更新を行います。
　　・災害に強い下水道の構築を目指し、処理場、管路の耐震化を計画的に実施します。

（２）使用料適正化の検討を行います。
　　・全町を対象とした下水道整備計画のなかで、公共下水道、農業集落排水事業、合併浄化槽を含めた維持管理費の個人負担の公平化を検討していきま
す。

（３）維持管理コストの削減に努めます。
　　・維持管理の外部委託などの経費の削減に努めます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

○財源の目標に関する事項

○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　　宅地分譲は少しずつ進んではいますが、空き家の増加等もあり、料金賦課の対象となる有収水量、料金収入ともに大幅な増加は見込めないのが現状で
す。維持管理経費の縮減、建設投資の効率化など総合的に取り組んだうえで、今後も安定した収入が確保できるよう、使用料の設定については定期的に検
討を行う必要があります。

○企業債に関する事項
　　建設改良に伴い、下水道債及び過疎対策事業債を借り入れる計画としています。

○繰入金に関する事項
　　収益的収支においては、維持管理費及び企業債利子等を含む費用に対して料金収入を充て、なお不足した部分を他会計繰入金として受け入れていま
す。また、資本的収支においては、建設改良費及び企業債元金償還金等に対して企業債借入及び国庫補助金を充て、なお不足した部分を他会計補助金と
して受け入れます。

効率的な処理場運転及び計画的な修繕により、動力費、材料費、修繕費の抑制を図り、経費の削減に努めています。

収支計画の策定の前提となる長期投資試算の結果及びそれに基づく長期目標

長寿命化等を含めた総合的なストックマネジメント計画の対策とその実施により、施設・設備の健全性を維
持しながら、建設投資額の抑制を図ります。

目 標

収支計画の策定の前提となる長期財源試算の結果及びそれに基づく長期目標

基準内繰入のみでの経営を目標とします。
当面は資金不足が発生する年度について他会計出資金を受けますが、資本費平準化債の発行等も検討
し、その解消を図ります。

目 標



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

水処理工程などで使用する薬品量を抑制するよう効率的な運転管理に努めます。

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

必要に応じて検討します。

必要に応じて検討します。使用料の見直しに関する事項

なし

必要に応じて検討します。

必要に応じて検討します。

岡山県主導の広域化共同化計画で協議しています。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年度、進捗管理を行い、また、定期的な見直しを実施することにより、ＰＤＣＡサイクルを効率的に回して、本
経営戦略の事後検証、更新を図ってまいります。

職員給与費に関する事項 人員の適正配置により、人件費の高騰にならないように努めます。

動力費に関する事項 処理場の電力量を抑制するなど、動力費が高騰しないよう効率的な運転管理に努めます。

修繕費に関する事項 定期的に点検を行い、異常の早期発見と計画的な修繕に努め、費用の低減、平準化を図ります。

委託費に関する事項 委託業務の項目や内容を精査し、契約方法等の検討を行い経費削減に努めます。

その他の取組 なし

薬品費に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
必要に応じて検討します。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 なし


